
令和６年度税務課窓口業務等労働者派遣委託(単価契約)仕様書 

 

１ 業務の目的 

 稲敷市（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）は、本仕様書に基づき、受託者が雇用契

約をしている労働者（ただし、再委託の場合を除く。）（以下「業務従事者」という。）を派遣し、窓口業

務等を迅速かつ確実に行うことを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務名 

令和６年度税務課窓口業務等労働者派遣委託（単価契約） 

 

⑵ 履行場所 

稲敷市役所 税務課 

 

⑶ 業務内容 

・税務諸証明等に関する窓口対応業務及び証明書等発行業務 

・税務諸証明等の交付並びに手数料の徴収及び収納業務 

・税務課内の事務補助 

・その他上記に関連する業務 

 

⑷ 業務期間・業務時間 

契約日の翌日から令和７年３月３１日 

（土・日曜日、祝日および令和６年１２月２９日から令和７年１月３日は除く。） 

  午前８時３０分から午後５時まで（実働７時間３０分）休憩１時間 

 

⑸ 業務従事者人数 

１名 

ただし、業務時間内の交代を認める。 

 

⑹ 業務履行に際しての要件 

①一般事項 

・業務従事者は、勤務中礼儀正しく品位を保ち、対応にあたっては、態度及び言葉遣いに十分注 

意し親切丁寧かつ敏速、明朗に行うこと。 

・業務従事者は、業務内容に精通するよう研鑽に努めること。 

②施設等の提供 

この業務を遂行するために必要な稲敷市所有の備品、消耗品等を使用することができる。 

なお、情報セキュリティの観点から個人所有のパソコン等は庁舎への持ち込みを認めない。 

③個人情報の保護 

・乙は、本業務を処理するための個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号 

の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第 2条第 8項に規定する特定個人情報を含む 

。）の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務に係る労働者派遣契約特記事項」（以下「特 

記事項」という。）を遵守しなければならない。 

・乙は、本業務に従事する業務従事者に対して、特記事項を遵守させなければならない。 



④秘密保持業務の遵守 

乙は、業務従事者の業務の遂行に際して知り得た業務上の秘密、個人情報、その他本業務の遂 

行にあたって知り得た情報を第三者に漏らし、目的外に利用し、又は持ち出してはならないよ 

うにするため、業務従事者に対して情報等の秘密保持義務を遵守させるような措置を講じなけ 

ればならない。この業務が終了した後においても同様とする。 

⑤業務体制 

・業務従事者は、業務開始までに指示事項の有無を確認し、業務準備にあたること。 

・甲は、勤務交代及び勤務終了後に引継ぎ事項があるときは、乙と協議のうえ、適切な措置を講 

じなければならない。 

・甲は、業務従事者の健康上その他必要と認めるときは、乙と協議のうえ、適切な措置を講じな 

ければならない。 

・乙は、甲が求める上記業務の経験者を優先し業務従事者を選定する。また、業務従事者の事務 

能力または業務態度について、甲が不適当と認めた場合には乙と協議のうえ、当該事業従事者 

を交代させることができるものとする。 

・乙は、業務体制に欠員が出ないようにすること。もし、欠員が生じた場合は、直ちに補充する 

 こと。 

・その他特別な対応が必要と認めるときは、甲と乙が協議して定めるものとする。 

  ⑥支払い方法 

   ・支払いは、月払いとし、当月の業務遂行に係る実績確認後、当該月分の適正な請求書を受理して 

から３０日以内に支払うものとする。 

  ⑦入札及び契約金額 

   ・入札書には一人一時間あたりの単価（税抜）を記載すること。 

   ・契約金額は一人一時間あたりの単価契約とする。 

   ・業務従事者の通勤に係る費用は乙の負担とする。 

 

⑺ 再委託の禁止 

乙は、委託業務の一部または全部を第三者に再委託することはできない。ただし、業務の一部であっ

て、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

⑻ その他 

本業務に疑義が生じた場合は、甲乙双方で協議のうえ決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記事項 

 

個人情報を取り扱う業務委託契約に係る標準特記仕様書 

 

 甲から業務委託を受けた乙は、甲の保持する保有個人情報の管理等について、契約書、仕様書等

に定める事項のほか、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

 

1. 個人情報の秘密保持業務 

 ⑴ 乙は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、こ

の契約終了後も同様とする。 

 ⑵ 甲が貸与する資料に記載された個人情報は、甲の保有個人情報であり、契約履行終了後も含

め稲敷市個人情報保護条例に基づき適切な取扱いを行うこと。 

 

⒉ 個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止 

 乙は、個人情報を甲の指示する目的外に使用してはならない。また、この契約の履行により知り 

得た内容を第三者に提供してはならない。 

 

⒊ 再委託の禁止 

 乙は、この契約による業務を第三者に再委託することは原則として禁止する。ただし、該当業務 

の一部についてやむを得ず第三者に再委託する必要があるときは、あらかじめ次の事項を書面によ 

り甲に申し出て、甲の承諾を得なければならない。また、乙と同様に、再委託先に対してもこの契 

約の内容を遵守させるものとし、乙は、再委託先がこれを遵守することに関しても一切の責任を負 

う。 

 ①再委託の理由 

 ②再委託先の選定理由 

 ③再委託先に対する業務の管理方法 

 ④再委託先の名称、代表者及び所在地 

 ⑤再委託する業務の内容 

 ⑥その他、甲が指定する事項 

 

⒋ 個人情報の複写及び複製の禁止 

 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し又 

は複製をしてはならない。甲の許可を受けて複写又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼 

却又は裁断等により利用できないように処分しなければならない。 

 

⒌ 提供資料の返還義務 

 乙は、契約を終了したとき又は甲が請求したときは、その保有する個人情報を速やかに甲に返還 

しなければならない。 

 

⒍ 立入検査及び調査 

 甲は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査をし、乙に対して必要な報告を求 

め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。 

 

⒎ 事故の報告義務 

 乙は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故が生じたときは、直ちに甲に対して通知するとと 

もに、遅滞なくその事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲 

の指示に従わなければならない。 

 

⒏ 個人情報の取扱い 

 個人情報の取扱いについて、乙は、以下の事項を遵守しなければならない。また万全を期し管理 

者の注意義務をもってあたり、個人情報の漏洩、毀損等の事故を防止しなければならない。 



⑴ 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な 

保管室に格納する等適正に管理すること。 

⑵ 委託業務の従事者に対し、特記仕様書の理解及び遵守を周知徹底するとともに、個人情報の取 

扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。 

⑶ 稲敷市個人情報保護条例（平成 17年条例第 12号）に従って、この委託業務に係る個人情報を 

適切に扱うこと。 

 

⒐ 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

 乙又は再委託先において、この特記仕様書の１から８までに定める情報の保管及び管理等に関す 

る義務違反又は義務を怠った場合には、甲は、この契約を解除することができる。 

 

⒑ 損害賠償 

 乙が、前記各条項に違反し甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。 

 甲が請求する損害賠償額は、甲が実際に被った損害額とする。 

 



項目 種　別 時間 日数 人数（人） 合計時間 金額（円）

人件費

税務課窓口業務等 7.5 233 1 1,747.5

時間合計 1,747.5 ①

１時間単価 【入札書記載額】

①×１時間単価

消費税

合　計

※入札金額は一人一時間あたりの単価（税抜）とする。

令和６年度税務課窓口業務等労働者派遣委託（単価契約）


